
《申合せに関するＱ＆Ａ》 

 

 

Q１：警報の発表や気象情報等は、どこで確認すればよいでしょうか。 

Ａ１：熊本大学公式Ｗｅｂのトップページ「ニュース」に、本学における休講の取扱いの他、

災害・防災に関する情報サイトのリンク等を掲載していますので、参考にしてくださ

い。   

 

Ｑ２：避難情報等が発令されていますが、遠隔授業の予定です。通学しなくて良いので、授

業はありますか？ 

Ａ２：リアルタイム型遠隔授業（同時双方向型）は、各自の災害発生時の緊急対応・安全確

保等を重視し、休講とします。 

オンデマンド型授業については、特に休講の定めはありませんが、十分に気象情報等の

情報を収集して安全確保を第一に行動してください。 

 

Ｑ３：高齢者等避難が発令されましたが、避難指示に該当しますか 

Ａ３：高齢者等避難は、レベル３にあたり、避難指示（レベル４）には該当しません。 

 

Ｑ４：避難指示（土砂災害）の場合は、中央区に発令された時にのみ休講措置となるのは何 

故ですか。 

Ａ４：大雨の際の避難指示は、避難指示、避難指示（浸水害）及び避難指示（土砂災害）の

３種類が想定されます。避難指示（土砂災害）については、大学のキャンパスから離

れた、かなり限定された地区で発令されることがありますので、中央区に発令された

場合に限定しています。 

    ただし、皆さんの居住地、通学路において危険な場所がある場合には、無理に登校

せず、安全確保を第一に行動してくだい。 

 

Ｑ５：午前 6 時 00 分（午前 10 時１0 分）に避難情報等が解除されました。授業はどう

なりますか？ 

Ａ５：次のとおりとします。（医学部医学科・医学教育部除く） 

   ・午前 6 時００分に解除の場合は、1 時限目から授業を実施 

・午前 6 時 01 分に解除された場合は、午前中の授業を休講 

   ・午前 10 時 10 分に解除の場合は、3 時限目から授業を実施 

・午前 10 時１１分に解除の場合は、終日休講   

 

   ただし、医学部医学科・医学教育部の専門科目の場合は、次のとおりとします。 

   ・午前 6 時００分に解除の場合は、1 時限目から授業を実施 

・午前 6 時 01 分に解除された場合は、午前中の授業を休講 

   ・午前 10 時 15 分に解除の場合は、3 時限目から授業を実施 

・午前 10 時１6 分に解除の場合は、終日休講   

 

 



Ｑ６：授業中に避難情報等が発令されました。授業はどうなりますか。 

Ａ６：既に教室に集合している状況であり、授業実施場所が安全である場合は、原則として

授業を実施します。緊急に授業を中止する必要がある場合は、各学部等において館内放

送等にてお知らせします。 

なお、休講となった場合でも下校に危険性がある場合は大学に留まる等、安全確保をし

てください。 

 

Ｑ７：２時限目の授業時限中に避難情報等が発令されましたが、学内が安全であることから

２時限以降も授業を実施すると所属学部から連絡がきました。私は２時限目の授業が

なく、３時限目からの授業です。３時限目から登校しなくてはいけませんか。 

Ａ７：授業開始後に避難情報等が発令された場合に、既に授業が実施されるキャンパスにい

る学生を下校時の安全確保のために施設内に留めおく措置です。３時限目のために登

校する必要はありません。 

   授業に参加出来なかった学生には、補講の実施など不利益が生じないようにいたし

ます。    

 

Ｑ８：気象庁のWebサイトを確認すると熊本市の海上には暴風警報が発表されていますが、

陸上には注意報のみで警報は発表されていません。この場合授業はどうなりますか。 

Ａ８：休講の対象となる特別警報、警報の発表について、海上か陸上かの区別はしていませ

んので、海上のみに暴風警報が発表されている場合も、休講となります。 

 

Ｑ９：悪天候による公共交通機関等の運休（又は居住地や通学路に避難情報等が発令）のた

め、欠席（遅刻・早退）しました。先生への連絡はどうしたらよいですか。証明書は必

要ですか。 

Ａ９：参考のとおり、連絡してください。事前の連絡が難しい時は後日でもかまいません。 

公共交通機関の運休等については、授業担当教員から求められた場合は、証明できるも

のを提出してください。証明書の発行が難しい場合は、運休を知らせる公式サイトや公

式Ｘ（旧ツイッター）等のスクリーンショット等をとっておいてください。 

    

  （参考：欠席連絡方法  令和 5 年１１月現在） 

＊教養教育科目を欠席する場合 

      原則、授業担当教員へ連絡 

（連絡先不明の場合は、教養教育担当） 

  ＊大学院教養教育科目を欠席する場合 

      授業担当教員へメール連絡 

  ＊専門教育科目を欠席する場合 

   ・文学部、法学部、社会文化科学教育部、教育学部、保健学科、保健学教育部 

      原則、授業担当教員に連絡 

   ・医学部医学科 

     ［講義科目］医学部医学科連絡用の moodle コースにある、科目毎の「欠席届」

に入力 

     ［臨床実習、特別臨床実習］各診療科及び学外実習先に電話連絡の上、moodle 



          コース「教務担当への欠席連絡」に入力 

   ・薬学部、薬学教育部 

      授業担当教員にメール連絡（CC にて薬学系事務室教務担当にも連絡） 

   ・医学教育部 

      教務担当へ連絡     

   ・理学部、工学部、自然科学教育部 

      moodle コースで報告を行った上で、授業担当教員に連絡 

 

   授業担当教員の連絡先が不明の場合、事故等の緊急事態の場合は、所属学部等の 

  教務担当にご連絡ください。 

 

    《問合せ先：学生の相談窓口》 

     https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakuseikatsu/kyoumu/desk 


